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（ 開会時刻 １０時００分 ） 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  朝の挨拶をします。おはようございます。 

  これから輝くふるさと常任委員会を開会しま

す。 

  ただいまの出席委員は８名です。定足数に達し

ていますので、会議は成立しました。 

  本日の審査日程は、あらかじめお手元に配布し

ているとおりです。 

  これから本日の審査日程に入ります。 

  日程第１、会議録署名委員の指名を行います。

本日の会議録署名委員は、委員長から、遠藤裕樹

委員及び柴田勇雄委員を指名します。 

  次に、議案審査を行います。質疑、答弁とも簡

潔、明快にお願いします。また、質疑する委員は、

質疑する箇所のページを示し、一問一答方式で質

疑願います。 

  初めに、日程第２、議案第 30号、令和５年度葛

巻町一般会計補正予算（第３号）を議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。

山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

  歳入の８ページでございます。10款地方交付税

をお願いいたします。今回の補正、２億 4,941万

7,000円増額、総額は 36億 3,941万 7,000円とな

ってございます。これ前年度の普通交付税の決算

額を見ますと、38億 3,000万円ほどであります。

本町の普通交付税につきましての現況を伺いま

す。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明君 ） 

  普通交付税でございますけれども、今回の補正

につきましては、２億 4,941万 7,000円の補正を

お願いしたところでございます。４年度の決算額

につきましては、33億 9,579万円ということにな

りまして、前年度の決算額と比較いたしますと、

２億 4,941万 7,000円増額というようなことにな

っているものでございます。 

  普通交付税と特別交付税合わせますと、４年度

の決算額が 38 億 3,900 万円ほどになっておりま

して、予算額、現時点で 36億 3,900万円ほどにな

っているものでございまして、内訳を見ますと、

普通交付税のほうが増えておりますけれども、現

時点で特別交付税の予算額が２億 2,000万円とい

うことになっておりますので、去年の交付額４億

4,000 万円ほどになっておりますので、普通交付

税の減で全体から見れば、地方交付税は現時点で

減額になっているというような捉え方をしてい

るところでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  山崎委員。 
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山崎邦廣委員 

  この普通交付税でございますけれども、算定指

標の一つに人口が用いられると思いますが、本町

の人口推移からは、どの程度が交付税額に影響を

及ぼすのかを伺います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明君 ） 

  この普通交付税の算定の中に人口というのは、

いわゆる基準財政需要額を算定する場合に、その

科目ごとに、土木費とか消防費とか、教育費、衛

生費、いろいろあるわけですが、その中に人口を

基にする算定がございます。現在町の人口は、

5,634 人で算定していることなんですけども、国

勢調査の数字かと思いますので、５年ごとに変わ

るというようなことになっておるものでござい

ます。これまで人口が減ってございますので、人

口が減れば基準財政需要額そのものは減るわけ

でございます。 

  ただ、交付税の交付額そのものは基準財政需要

額が減って、基準財政収入額もあるんですが、そ

の差額を交付するというような仕組みになって

ございますので、人口による影響が交付税の額と

どのくらい影響があるのかということを、具体的

な数字はちょっと算定はできないところでござ

いますけれども、おおむね変わらない状況で推移

していくのかなというように捉えているところ

でございます。ただ、人口が減りますと自主財源、

税収とかも減るような形になるかと思いますの

で、そういったところをいろいろ見据えながら、

財政基盤の強化というのを見据えて財政運営に

当たっていかなければならないかなというよう

に捉えているところでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

  普通交付税、お話しにもありました地方税の不

足を担う非常に重要なものと認識しております。

これは前年度でございますが、普通交付税、町の

歳入のおよそ 37％ほど占めておりますが、今後の

動向についてはどのように見ておられるのか伺

います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明君 ） 

  普通交付税につきましては、町の重要な収入財

源ということになるわけでございますが、国の動

向に関わるものでございまして、令和になってか

らは伸びているという状況でございます。さら

に、三位一体改革のあたりに交付税を国で交付で

きなくなって、その分は臨時財政対策債で措置し

ますよというようなことが行われて、その分は後
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から元利償還金の分は国で措置するというよう

なものがあったんですが、交付額のほうが多くな

って臨時財政対策債も発行額が減っているとい

うような状況になってきたところでございます。 

  そういった状況の中で、普通交付税につきまし

ては算定方式があるんですが、おおむね国のほう

の算定になりますので、国の地方財政計画という

のに左右されるものでございますけれども、いわ

ゆる 2023 年骨太の方針という中では、2023 年か

ら 2024 年まで、令和６年までは今までの水準を

維持するというようなことが打ち出されておる

ことから、ここ数年ぐらいはそんなに減少するこ

とがないだろうというようなことで捉えている

ものでございますが、長期的なところを見ます

と、やはりいろんな部分で財政基盤の健全化に向

けた様々な取組を進めていかなければならない

状況にあるというようなことでは認識をしてい

るところでございます。 

  よろしくお願いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  ほかに。遠藤委員。 

 

遠藤裕樹委員 

  ８ページですか、14款国庫支出金の中で、衛生

費国庫補助金でございますが、新型コロナウイル

スワクチン接種体制確保事業 321万 5,000円ほど

計上されております。コロナが２類から５類に下

がったというようなことで、ワクチンの接種率等

も大分低下しているんではないかと思いますが、

５類に移行した以降にどの程度の町内のワクチ

ン接種率になっておるか、そしてまた今回の予算

は秋の接種ということでございますので、これか

ら接種される方を対象にするものでございます

が、大体どの程度の人数分を予定しているのか、

その辺お伺いしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  健康福祉課長。 

 

健康福祉課長（ 触沢誉君 ） 

  お答えいたします。まず、春夏接種の接種率と

いうお話でございますけれども、こちらにつきま

してはまだ確定してございません。ただ、近隣市

町村などのお話を聞きますと、６割いっていない

ようなお話でありますが、当課といたしますと、

当町の部分につきましては、対象者、基礎疾患を

お持ちで、かつ 65歳以上、40歳以上プラス 65歳

以上の方については７割を超えたというふうに

認識をしているところでございます。 

  またもう一点、こちらの今回予算計上した部分

につきましてでございますが、職員の秋開始接種

に係ります人件費部分を計上させていただいた

ところでございます。国におきましては、当初個

別接種でというような考え方は示されたところ

でございましたが、やはりこのまま集団接種を進

めていくほうが効率的であろうということの考

え方から、集団接種を進めていくといった考えで
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ございます。 

  以上でございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  ほかに。柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  先ほどの普通交付税の関係との関連でお伺い

をさせていただきたいと思います。今回の補正額

については、今年度の全交付額が網羅された金額

で、全部で 34 億 1,941 万 7,000 円計上になって

いるわけですが、最終決定額になるものかどうか

について、まず最初にお伺いをいたしたいと思い

ます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明君 ） 

  現時点では、34億 1,941万 7,000円で決定だと

いうように捉えておりますけども、昨年度は 12月

の追加交付というのがございました。いわゆるコ

ロナの対策だとか、物価高騰対策の関連で増えた

ものがございましたので、それがなければ今年の

分は確定になるのかなというような捉え方をし

ております。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  そうしますと、今後特例的な交付がない限り、

大体このような数字になるというふうな理解で

よろしいのかどうか、お伺いをいたしたいと思い

ます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明君 ） 

  今後追加等がなければ、この額で確定するとい

うことになると思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  分かりました。一番最後の交付決定は、11月に

ももう一回あるというふうに理解しております

が、そうしますと昨年度の交付税の実績額と比較

いたしますと、2,300 万ほどの増額に普通交付税

はなっているかと思います。普通交付税は、もう

計算が決まり切ったものと承知いたしておりま

すが、基準財政需要額から引くところの基準財政

収入額、これが普通交付税というふうな形で交付

になるものと理解しているところでございます。

今回昨年度と比べまして、４年度の交付実績と比

べまして、少しだけでも増額になっているわけで
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ございますが、需要額と収入額、どのような変化

があったのかお知らせをいただきたいと思いま

す。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明君 ） 

  基準財政需要額で伸びた分につきましては、個

別算定経費の部分がございまして、人口減少対策

経費だとか、地域デジタル社会推進経費等の算定

費が増えているところでございます。 

  それから、公債費のほうで元利償還金に対する

交付税措置の部分がありまして、こちらのほうも

増えているような状況でございまして、公債費の

分 2,500 万ほど増えているところでございまし

て、それらの様々な要因が影響して、今回は増額

の算定になったものと捉えておるところでござ

います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  その中身については、一々どのぐらいですかと

いうふうなことはお聞きいたしませんけども、基

準財政収入額が減ったとか、そういうふうな要因

はなかったでしょうか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明君 ） 

  基準財政収入額につきましても、増額となって

いるものでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  増額というふうな形、両方増額になっていると

いうふうな理解でいいんですか。それで、全体的

にこのように交付額が増えているというふうな

形になるのかどうか、お知らせください。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明君 ） 

  そのように捉えているところで、両方とも増え

た中での全体として、交付税額が増えているとい

う捉え方をしているところでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  ほかに。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、
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採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから、議案第 30号を採決します。この採決

は起立によって行います。議案第 30号、令和５年

度葛巻町一般会計補正予算（第３号）は、原案の

とおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 30号、令和

５年度葛巻町一般会計補正予算（第３号）は、原

案のとおり可決されました。 

  次に、日程第３、認定第３号、令和４年度葛巻

町一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題

とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。

近藤委員。 

 

近藤聖委員 

  ２点ほどお伺いします。まず１つ目ですけれど

も、一般会計決算書の 199ページから 207ページ

にわたってなんですが、これ毎年聞いているんで

すけども、各小中学校の燃料費についてお伺いし

ます。毎年追っかけて見ているんですが、燃料費

はやっぱり冬に必要なものですけども、昨年度か

ら追っかけて見てみたら、各校ともほぼ同じか結

構減額になっている中で、葛小だけが３割増にな

っております。この中身についてお聞かせ願えれ

ばと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  こども教育課長。 

 

こども教育課長（ 石角則行君 ） 

  ただいまの質問についてお答えいたします。葛

巻小学校の燃料費高騰ということのご質問でご

ざいましたが、こちらの件につきまして、ちょっ

と資料、３年度と４年度、あるいは２年度からも

ちょっと振り返りまして見ましたところ、平均的

に 180万くらいかかっておりまして、昨年から３

割増加したということでしたが、逆に昨年度の部

分に関して調べましたところ、コロナワクチン接

種等で一部健康福祉課のほうで燃料費を支出し

ていただいたもの等があるということが分かっ

ております。そちらのほうで逆に若干３年度のほ

うは少なくて、増えたというよりは、増えた分に

つきましては燃料費高騰分、大体５円から 10 円

くらい上がっている単価がありましたので、そち

らの分と、やっぱりコロナの部分が少し明けてき

て、例えば一般開放で体育館を使用した郷土芸能

とか、そういうふうな活動がされて、そちらの分

での燃料費も増えているんではないかというこ

とで推察しておりました。そのようなことから、

一概的に増えたというよりは、３年度のほうは若

干そちらのほうで見ていただいた分で、平均的プ

ラス燃料高騰で増えた分ということで分析をし

ているところでございます。 
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輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  近藤委員。 

 

近藤聖委員 

  ありがとうございます。これは、４年度のです

から、５年の３月までの決算ということになると

思います。その後に燃料費とか電気代とか、随分

高騰していますので、恐らく５年度が大変なんじ

ゃないかと思いますけれども、やっぱり特に燃料

費については十分な確保をお願いしたいと思い

ます。 

  もう一点お聞きします。211 ページです。これ

も毎年お聞きしていることなんですが、３番の文

化財保護事業費です。毎年ここは予算を少しずつ

増やして、いろんな企画やら、中身について充実

を図ってほしいということを毎年申し上げてい

るんですけども、総額については、昨年よりちょ

っと増えたぐらいですけども、ほぼ同じぐらいで

す。ですが、中身についての項目を見ると、細目

が大分今までにないのが入っていたりするんで、

その辺の説明をお願いします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  まなび交流課長。 

 

まなび交流課長（ 大久保栄作君 ） 

  ただいまのご質問にお答えいたします。文化財

保護事業費の中身の部分でございます。これまで

も文化財の保護ということで、文化財パトロー

ル、保護員さんの皆さんにお願いして文化財パト

ロールであったり、郷土芸能の活動の支援であっ

たり、補助事業だったりといった部分を行ってき

たわけですが、４年度につきましては、新規の部

分としては文化財報告集第８集ということで、

「葛巻の鉄山」というものを発刊してございまし

た。あとあわせて、町指定文化財の管理経費補助

金ということで、これも額はあまり多くはないん

ですけど、こういったものを取り組ませていただ

きました。そういった部分で、金額的にはあまり

大きくはないんですけど、新しい取組もしている

といった内容でございます。よろしくお願いいた

します。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  近藤委員。 

 

近藤聖委員 

  ありがとうございます。私は、文化財毎年お聞

きしているんですけども、やっぱり歴史文化、町

の歴史や文化について研究したり発信したりす

るということが、葛巻の子供たちの町民意識を育

てることにつながるんじゃないかとすごく思っ

ています。その点では、まだまだ足りないのでは

ないか、もっともっと意識を高めるようなことが

あってもいいんじゃないかとふだん思っていま

すけれども、先ほどの説明で、「葛巻の鉄山」の企

画、大変よかったと、私も読ませていただきまし

たけども、この次に、次の年度になるでしょうか、
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今後の予定といいますか、こういうふうなことを

企画または発信していきたいということがあり

ましたら教えてください。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  まなび交流課長。 

 

まなび交流課長（ 大久保栄作君 ） 

  委員さんおっしゃるとおり、次の世代に文化を

つなぐということが非常に大事なことだと認識

しているところでありますし、そういった部分を

我々が受け継いでいくきっかけづくりを進めて

いかなければならないと考えております。具体的

に来年度こういう新しい企画をということは、現

時点ではまだございませんが、様々な方からご意

見を頂戴しながら、町の歴史と文化が継承できる

ような新たな企画を考えていきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  ほかに。辰柳委員。 

 

辰柳敬一委員 

  153 ページの畜産生産資材価格高騰対策事業に

ついてお伺いをいたします。7,000 万ほど計上さ

れておりますが、本町では申告によって肥料ある

いはいろんな餌を使った人に対しては助成をす

るという形を取りました。農家の中には、一生懸

命頑張って、結局申告のときに数字に出てこなか

ったと。したがって、１頭当たり１万円に満たな

かった人も多いように聞いております。非常にが

っかりしたというお話を伺っております。私は、

やっぱり１頭当たり１万 5,000円ぐらいは助成を

すべきだと。申告のこれとは違って、単純に１頭

当たり 1万 5,000円ぐらいはこれからでも、今も

餌等が大変高くなっている、農家では大変苦労し

ておりますので、そういうことが……幸いにもう

ちでは申告のときに全農家、１頭当たり２万円ぐ

らいいった人もあるようであります。そういう人

は大変よかったと思いますが、１万円にも満たな

い、その農家はどっちかというと、健全な経営を

していて、そして一生懸命努力した。ただ、数字

として出てこなかった。でありますが、その辺は

やはり１頭当たり１万 5,000円なら１万 5,000円

で、7,000 円の人にはさらに助成をするというよ

うな見直しができないものか、その点についてお

伺いをいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 服部隆行君 ） 

  お答えを申し上げます。畜産生産資材価格等高

騰対策事業の関係でございます。まず、内容と実

績からご報告を申し上げたいと思いますが、肥料

費、飼料費、動力光熱費、こちらにかかります令

和４年分から令和３年分の対象経費、委員おっし

ゃいましたとおり申告を基に差し引いた額の４
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分の１、上限 200万ということで交付をさせてい

ただきました。その実績でございますが、交付額

が 7,400万ほど、予算額が１億 300万でございま

したので、執行率は 72.3％となってございます。 

  委員ご指摘の１頭幾らのほうがよかったので

はないかというお話でございますが、国あるいは

他の自治体におきましては、そういった１頭幾ら

というふうな補助をしている自治体等もあった

と承知をしてございますが、こちらにつきまして

は農家さん個々の経営状況あるいは経営方針等

によりまして、生産資材に係る金額が大きく異な

ること、そういったことから、家畜１頭当たりの

補助単価を設定するのが非常に困難であるとい

うふうに判断させていただきました。こういった

ことから、４年分の経費から３年分の経費を差し

引いた額を基準としまして補助金を算定したも

のでございます。委員おっしゃいますとおり、経

営努力によりまして、令和４年分の経費が前年よ

りも少ない場合は交付にならないというケース

もあったわけでございますが、昨年度の事業につ

いてはこういった内容で進めさせていただいて

おります。 

  なお、これは短期的な対策ということでござい

ます。今年度以降、昨日もお話が上がったわけで

すが、草地更新に係る事業の拡充ということで、

こちら長期的な展望を見据えた対策ということ

で現在進めてございますので、当面はこの粗飼料

受給率の向上、こういったところに重点を置きま

して、施策を展開してまいりたいと思いますの

で、ご理解を賜りたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  辰柳委員。 

 

辰柳敬一委員 

  今課長から答弁をいただきましたが、ただやっ

ぱり国も県も乳牛１頭当たり１万なり１万 5,000

円という助成であります。これは単純に、私は特

にも町長の思いからいくと、やはりこれは１頭当

たり 5,000円だとかという農家に対しては、これ

からでも結構ですので、ぜひとも１頭当たり１万

5,000 円ぐらいは出してやると、非常にもらえな

かった人は不満を持っているようであります。で

ありますから、それは何も頑張らないでなったの

ではなくて、やはり肥料が高騰したということ

で、いろんな工夫をしながら、ただそれが申告の

ときには数字として出てこなかったということ

でありますので、何とか、副町長にお伺いしたい

んですが、ぜひともこれは今年度、うんと少なか

った人に対しては、援助してあげるような方法を

ぜひ考えていただきたい。よろしくお願いいたし

ます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

  ただいまの質問にお答え申し上げます。先ほど
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課長のほうから、今回の交付の内容について説明

をしたわけでありますが、これにつきましては令

和４年度の申告と令和５年度の申告をもって、そ

の影響度、それによって積算して、今回の交付を

させていただいたというものであります。いずれ

農業、酪農だけではなくて、商工業のこういう交

付金等々についても、前年度の同期と比べてどの

程度今回のコロナによって影響があったかとい

う、その影響度に対して、国等々においても影響

度を把握しながら交付するという形を取ってい

るのが一般的な考え方であるわけでありますし、

町としても最もその影響度が申告によってはっ

きりと出てくるわけであります。先ほど話ししま

した農業資材、あるいは光熱水費、燃料等々につ

きましても、農水省のほうでも一定のそういう場

合の基準も示されておりまして、そういうこと等

を参考にしながら、そういう積算が最も影響度を

把握するに適正であるといいますか、そういう考

え方の中で今回進めているものであります。 

  それから、その中で２万円の方、あるいは１万

円の方ということでありますが、経営上からした

場合は、影響度が少なかったという意味にもなる

わけでありますので、これは最も経営として大事

なことであろうと思っております。さらに、これ

につきましては、町のほうといたしましても、そ

ういう資材あるいは飼料等、化学肥料等々の影響

を今後も最小限にとどめるために、今年度はさら

に草地造成といいますか、改良等々につきまして

は、やはり自主的なそれぞれの自分のところで飼

料を生産する、そういう体制に対して、町のほう

では今回はさらに８割の補助をしているという

ような状況を考えての対策を講じているわけで

ありますので、町としての一律的な交付というの

は、やはり影響度を中心に考えていくべき、その

ように考えての交付でありますので、ご理解を賜

りたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  辰柳委員。 

 

辰柳敬一委員 

  大変しつこいようでありますが、できればうん

と少なかった人に対しては、せいぜい１頭当たり

１万 5,000円ぐらいになるくらいの助成はぜひと

も考えていただきたいです。今ここでやり取りし

ていてもあれでありますので、ぜひ検討いただけ

ますようお願いを申し上げます。 

  終わります。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  ほかに。遠藤委員。 

 

遠藤裕樹委員 

  167 ページ、商工費、２目商工振興費、経済活

性化事業についてでございますが、詳しくは主要

施策の 70 ページにございますエンジョイチケッ

トについてお尋ねいたします。エンジョイチケッ

ト、この表を見ますと、利用率はいずれも１回目、
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２回目、99％を超えております。これについての

町としての経済対策における効果と、そしてその

評価はどのようなものになっているかお伺いし

たいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  いらっしゃい葛巻推進課長。 

 

いらっしゃい葛巻推進課長（ 主濱隆志君 ） 

  お答えいたします。エンジョイチケットにつき

ましては、通常の商品券に加えて、令和４年度に

おいては 1,000円または 2,000円というプレミア

ム、付加価値をつけて発売しておるものです。こ

れについて、町内の商工業者の販売事業関係の経

済効果はもちろん、消費者のさらなる購買意欲、

特産品の消費拡大に十分つながった、効果が認め

られたと考えております。 

  また、委員が申した利用率に関しては、100％が

望ましいところではありますが、クーポンを手に

された方が、例えば町外の遠路の方もいるかもし

れませんし、それによって残念ながら使用期間中

にまた町に訪れて使うこともできない事情もあ

るかもしれませんし、100％に近い利用があった

ということは大変ありがたく、この事業の効果が

あると考えております。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  遠藤委員。 

 

遠藤裕樹委員 

  私もこのエンジョイチケットについては、大変

な経済効果があったかなと思っております。つき

ましては、１弾、２弾に続き、これから第３弾を

行う予定はあるのか。大変物価高、そして様々な

経済的に苦しい中でございますので、できれば３

弾目も考えていただけないものかと思っており

ますが、いかがでしょうか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  いらっしゃい葛巻推進課長。 

 

いらっしゃい葛巻推進課長（ 主濱隆志君 ） 

  お答えいたします。先ほども申したように、令

和４年度につきまして１回目 1,000円、または２

回目 2,000円の付加価値をつけて行っているとい

うことが町民の方、関係者の皆様からも大変好評

いただいているという話は聞いております。この

ような効果がある事業については、続けていけれ

ばもちろんよろしいのですが、町の予算などの事

情、あるいはいろんな経済効果、あるいは社会状

況のいろんな動きを考慮しながら、次年度の予算

について検討してまいりたいと考えます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  遠藤委員。 

 

遠藤裕樹委員 

  分かりました。できるだけ効果のある施策につ
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いては、やっていただきたいなと思っております

ので、よろしく検討いただきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  ほかに。山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

  主要な施策の成果に関する説明書の 18 ページ

をお願いいたします。財政健全化指標のところで

ございますが、この中で将来負担比率を見ますと

12.8％となってございます。将来負担比率の早期

健全化基準を見ますと 350％以下でありますの

で、４年度の指標の数字は良好でございますが、

負担率を合わせまして実質公債費比率などの４

年度決算に係る財政健全化指標につきましては、

どのように分析をしているのか伺います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

  それでは、お答えいたします。今回の実質公債

費比率あるいは将来負担比率等々をどのように

捉えているかということでありますが、まず初め

に実質公債費比率でございますが、令和４年度決

算においての判断比率といいますか、そういう中

におきまして、前年度から 0.4ポイント減少して

いるという状況にあるものでありまして、7.9％

ということでご報告させていただいているわけ

であります。その中で、単年度当たりの公債費の

比率に対しまして、一般財源がどの程度充当され

ているのかの割合を示しているものであります。

そしてこれは、３年間の平均を算出している比率

であります。 

  実質公債費比率につきましては、令和２年度以

降でありますが、庁舎建設事業等々の借入額が増

えたことによりまして、地方債の借入現在高が大

きく増加しているという状況にあるものであり

ます。３年から５年の間でありますが、元金の償

還の据置期間がありますので、その間は利息分の

支出になるものでありまして、現在はそういう面

では利率が低いこともありまして、元金の償還が

始まるまでの間は、実質的には公債費の比率が大

きく増加していくという状況にはないと、このよ

うに思っております。したがいまして、元金償還

が始まるまでの期間におきましては、実質公債費

比率は大幅に増加しないものと、このように思っ

ているものであります。 

  それから、将来負担比率でありますが、令和３

年度比率なしという状況であります。令和４年度

は皆増いたしまして、12.8％となったものであり

ます。これは、後年度の公債費負担に加えまして、

債務負担行為に基づく支出や一部事務組合等々

にも負担していることなどもあるわけでありま

すが、そういったふうなもの全てを含めて町の将

来負担というので、標準財政規模に対する比率で

表している内容であります。将来負担比率の算定

が始まったのが平成 19 年からであります。当町



 

 

- 13 - 

 

における比率は、その当時は 131.6であったもの

であります。年々減少してまいりまして、平成 24

年には比率なしということになりまして、以降も

比率なしの状況が続いてきたところでありまし

たが、平成 30 年に 16.2％、あるいは令和２年度

には 5.5％の比率が生じたという状況にありまし

たが、令和４年度も２年ぶりに比率が生じたとこ

ろであります。 

  将来負担比率の算定においては、令和４年度末

時点における地方債借入額が全て算入されるこ

とから、庁舎建設に係る新規の借入分等が含まれ

たものでありまして、こういう大きな比率といい

ますか、今までなかったものがこういう比率にな

ったということでもあるわけであります。将来令

和４年度の建設、役場庁舎の事業費の支払いに対

しまして、基金の取崩しといいますか、これも併

せて行っておりますので、借入額と基金のほうの

取崩しもあったわけでありますので、そういう点

で今回のような数字に出てきているということ

をご理解いただきたいと、このように思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

  引き続き同じでございますが、お話にありまし

た実質公債費比率、これが 7.9という数字でござ

いますし、将来負担比率も先ほどのとおりでござ

いまして、いずれも早期健全化比率からいけば良

好な数値になると思いますが、比率の程度につい

て伺います。程度というか、水準です。数値の水

準、どの程度を維持されると……こちら今健全と

申しましたんですが、どの程度維持されていれば

健全な状況と認識されておりますのか、そこのと

ころをお尋ねいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

  それでは、お答えいたします。実質公債費比率

の健全性についてでありますが、この比率は 18％

を超えますと起債の許可団体となりまして、地方

債の発行に当たりましては制限を受けるという

ことになるものでありますし、それから 25％を超

えますと起債の制限団体になりまして、一般単独

事業の起債が制限されるという状況になるもの

であります。そういう中では、町といたしまして

は、18％を一つの大きな目安にしなければならな

いというわけでありますが、その場合に超えます

と地方債の許可団体ということになりまして、知

事からの許可を得てから起債を発行するといい

ますか、そういう手続を取るという形の手続に今

度はなってまいりますので、そういうところが一

つの基準でありまして、今回の 7.9％という状況

は、一般的には県内でも最も低い状況にもあるの

ではないかなと、このようにも思っているところ

であります。 
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  それから、将来負担比率における健全の目安で

ありますが、これにつきましては、早期健全化基

準ということで 350％ということになっていると

ころであります。当町の状況と比較しますと、現

時点では相当の開きといいますか、ありますこと

から、財政の健全性が損なわれない状況にあるも

のと認識しておるものであります。 

  以上であります。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

  最後にもう一点お伺いいたします。財政の健全

性の状況についてでございますが、お話もありま

したように、４年度につきましては待望の新庁

舎、くずま～るが完成いたしましたが、一方では

町の町債残高 110億円ということでございます。

今後町財政の健全性も含めまして、現況について

その詳細を伺いたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

  お答えいたします。昨年度でありますが、新た

に借り入れた新庁舎の建設に係る借入れ等によ

りまして、町の記載残高がおっしゃいますように

110 億と、そういう状況になっておるところであ

ります。このうちでありますが、約６割程度が後

年度に地方交付税として措置されるものでござ

います。つまり 110 億円のうち約 70 億に相当す

る額でありますが、交付税措置されるものであり

まして、そうしますと 40 億は町の一般財源で負

担するという、そういう状況になっているもので

あります。 

  一方で、将来の償還財源に充てられる基金であ

りますが、現在令和４年度末の時点での全体の基

金は 56 億 6,000 万ほどになっておりまして、全

体的にそういう状況にあるわけでありますが、特

にもこういう投資している事業に対する基金の

充当ということになりますと、減債基金、それか

ら公共施設整備基金等々になるわけであります

が、現在減債基金は９億ちょっと超えているよう

な状況にありますし、それから公共施設整備基金

は 27億でありますから、合わせますと 36億の確

保はできているという状況でございます。令和４

年度決算時点においての財政の健全化が保たれ

ていると、このようにも思っております。 

  なお、単純な計算でありますが、110 億のうち

70 億を交付税措置されますと、残り 40 億になり

ますが、それを償還するというのは約 30 年間で

償還するものであります。そうしますと、毎年の

１年当たりの償還額が１億 3,000万ということに

なるものであります。30年間毎年１億 3,000万は

一般財源を確保しながら対策を講じていかなけ

ればならないということになるわけであります

が、今のところそういうざっくりとした視点から
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見ましても、町債、減債基金に９億ほど、それか

ら公共施設整備等に 27 億、36 億あるわけであり

ますので、相当の期間公債費の財源に充てること

ができると、このように思っておりまして、現段

階では財政の健全性が、そういう面から見ても対

応できていると、このように思っておるところで

あります。ご理解を賜りたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  ここで 11時５分まで休憩いたします。 

 

（ 休憩時刻 １０時５６分 ） 

（ 再開時刻 １１時０５分 ） 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  休憩前に引き続き会議を再開します。 

  認定第３号、令和４年度葛巻町一般会計歳入歳

出決算の認定についてを議題とします。質疑あり

ませんか。近藤委員。 

 

近藤聖委員 

  お聞きします。主要施策の 121ページの一番下

ですけども、郷土資料館管理経費のことについ

て。これも昨年聞きましたけども、資料館の見学

人数が、令和３年度が２人が４年度が 46 人と大

幅に増えております。大変これはうれしいことだ

と思いますが、46人の中身といいますか、どんな

方たちが見学されたのか、分かる範囲で教えてく

ださい。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  まなび交流課長。 

 

まなび交流課長（ 大久保栄作君 ） 

  ただいまのご質問にお答えいたします。内訳と

いうことで、詳細な内訳についてはちょっと手元

に用意はしておりませんでしたが、学校関係での

社会科の関係での利用であったり、あと県内外の

方で、やはりそういうのに興味を持たれて、わざ

わざ問合せをいただいて、拝見したいといったよ

うな方々の利用もあったところでございます。そ

ういったことから、様々なところでこういった資

料館があるよ、学校の中に郷土資料があるよとい

ったことを広く周知していくことで、こういった

利用につながってきたのではないかなと思って

おりますので、引き続きそういった周知、ＰＲに

努めてまいりたいと考えているところです。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  近藤委員。 

 

近藤聖委員 

  ありがとうございます。一般町民はおられまし

たか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  まなび交流課長。 

 



 

 

- 16 - 

 

まなび交流課長（ 大久保栄作君 ） 

  一般町民の利用は、残念ながらちょっと少ない

ような状況でございます。町民といっても小学校

の町民なわけですけど、一般町民といった部分で

の利用は少ないかなと認識しているところでご

ざいます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  ほかに。柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  決算書の 10 ページ、11 ページからお願いいた

したいと思います。歳入の総括表ございますの

で、この中で収入済額が 100億を超えているとい

うようなことでございます。町の決算も 100億を

超える決算になったのかなと、つくづくそう実感

をさせられて、大型化になってきているなという

ふうなことを思っております。 

  この総括表を見てみますと、歳入だけで今回は

とどめさせていただきたいと思いますが、歳入あ

っての歳出でございますから、歳入の範囲内で歳

出もあるというふうなことが原則になっており

ますので、ここから読み取れるものといたしまし

ては、当初予算額で 75億になっております。大分

大型の 100億超えた金額が決算額になっているわ

けですが、計算すればすぐ出てくるかと思ってお

りますが、この伸び率、どのぐらいの伸び率にな

るのか、億単位でございますから、計算もなかな

かしづらい面がございますが、まずその点につい

てお知らせをいただきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明君 ） 

  歳入の収入済額が 103億 3,300万円、当初予算

額が 75億 6,000万円ということで、136％ぐらい

になっているということでございます。 

（ 「聞こえない」の声あり ） 

  収入済額と当初予算額を比較しますと、136％

ぐらいになっているところでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  ありがとうございます。これから見ても、大分

大型化いたしまして、歳出は 94 億というふうな

形になっておりまして、歳入の範囲内というふう

な形になっているわけでございますが、これから

見て、今後町のこういったような予算あるいは決

算において、100 億を超えるような決算が出てく

る予測みたいなことをどのようにお考えになっ

ているでしょうか。100 億を超えるのが通常にな

ってくる、大規模化になっていくのか、その見通

し等どのようなお考えを持っているのか、まず最

初にお伺いをいたしたいと思います。 
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輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明君 ） 

  今後の見通しでございますけれども、今回の予

算の決算額につきましては、庁舎建築に係る部分

が大きく反映されていると思われるものでござ

いまして、将来的には今後大型事業がない限り

は、このような財政規模での決算はないものでは

ないかなというように捉えているところでござ

います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  大型事業、特に庁舎建設等々があったというふ

うなことの理解でよろしいですか。100 億は当分

の間出てこないだろうというふうな理解でよろ

しいですか。分かりました。 

  それから、先ほど山崎委員の地方債の現在高で

副町長からお話ありました。じっくり聞かせてい

ただいておりましたが、110 億の令和４年度末の

現在高というふうなことで、６割程度は交付税の

措置がありますよということで、分かりやすく解

説をしていただきました。 

  ただ、償還の部分で「あれっ」と思ったのは、

110億の中で 70億円で 30年間償還というふうな

ことだと。そうしますと、１年にならしますと１

億数千万ほどのというようなことであったわけ

ですが、事業が町では継続するのが一般的な考え

方ではないのかなと、このように思っております

ので、私はどちらかと言えば楽観論のような副町

長のお話で受け止めておりますけども、事業はこ

れからも続いていくのではないのかなと。そうし

ますと、これプラスそういったような事業にも目

を向けた形で考えていく必要もあるのではない

のかなと直感をいたしているのでございます。そ

ういったような、現在少し基金等に積立てがあり

ますけども、そういったようなことももちろん視

野に入ってくるわけでございますが、これからの

事業等も見通した場合には、楽観論だけではでき

ないのではないのかなと、このようにも私は思っ

ている一人でございます。単純計算というふうな

ことも条件、先ほどつけておりましたので、そう

いったようなこともやはり見据えた上でのお考

えが必要ではないのかなと、このように私は思っ

ておりますが、財政論の見通しの取り扱い方なわ

けでございますが、その辺もう一度副町長からお

伺いをいたしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

  ただいまの質問にお答えいたします。私のほう

から、先ほど現段階での起債現在高が 110億、そ

しておおむね 60％の交付税算入ができる見込み
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だと。したがいまして、40億の自主財源からの負

担ということを申し上げました。これは、単純計

算によってということでもございましたが、今柴

田委員おっしゃいますように、現段階でのそうい

う状況でありますが、今後でありますが、毎年ま

ず一つは実質収支といいますか、そういう関係か

らしますと、標準財政規模からいたしまして７％

から８％程度繰越しするという、そういう財政運

営が標準的な考え方にもなっているわけであり

ますので、そうしますとこれまでですと３億から

４億程度、今の 60億から 70億程度の予算規模で

推移した場合に、そういう規模の繰越しを目指し

ながら、財政運営に努めていかなければならない

と、このように思っておるわけでありますが、そ

の分がさらに 56 億、そのうちでも投資的な部分

というのは 36 億というお話もさせていただきま

したが、それが減少もしていきますが、併せて今

後毎年の財政運営上、しっかりと繰越財源といい

ますか、そういう部分も視野に入れながら、今後

も財政運営に努めていくことになりますので、そ

うしますとその部分がさらにプラスにもなって

いく要因もあるということ。 

  それから、今後の事業に、例えば今後ですが、

北部地区の水道事業等も予定しているわけであ

りますので、そういう事業等も視野に入れなが

ら、具体的に財政の見通しを今後はしっかりと示

していかなければならないと、このように思って

おります。現段階でのお話でありますが、今後も

繰越しが３億から４億程度見込むような財政運

営をしていかなければならないわけであります

ので、その部分の２分の１以上は財政調整基金あ

るいは公共施設整備基金等に充てるという地方

財政法に基づいて、そういう運用をしていくこと

になりますので、今後もそういう面では一定の事

業投資をしながらも、健全な財政運営が見込める

のではないかなと、現段階での見込みでありま

す。ご理解を賜りたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  分かりました。先ほどの山崎委員への答弁だけ

では若干私は物足りなかったなというふうなこ

とで、あえてお伺いをさせていただきまして、今

のような気持ちで、油断のない財政運営をという

ことで聞かせていただきましたので、ご了解をい

ただきたいなと、このように思っております。 

  100 億を超える話から、また急にダウンしてく

るわけでございますが、次は小さな話、決算でご

ざいますので、移らせていただきたいと思いま

す。説明書の 42ページ、住民税と固定資産税、令

和４年度の現年課税分での収入未済額が計上に

なってございます。現年課税分での収入未済額で

ございますので、あまり大きな数字ではございま

せんが、町民税で 173 万ほど、固定資産税で 333

万ほどの現年課税分の未済額がありましたよと

いう報告が出ております。こういったようなこと
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も、いつもいつも申し上げていることでございま

すが、現年課税分が少なくならない限り、滞納繰

越額が多くなっていきますよというお話をさせ

ていただいている観点で、お話を申し上げさせて

いただきたいと思いますが、既に令和５年度にな

っておりますが、こういったような収入未済額が

令和５年度に入ってどのぐらい解消しているの

かが滞納繰越分を少なくする要因ではないのか

なと考える視点からお伺いいたしますが、令和５

年度に入ってどの程度減額になっているのか、こ

の調査をしておりましたらお知らせをいただき

たいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 坂待典子君 ） 

  ただいまの質問にお答えいたします。詳しい資

料のほうは、すみませんがお持ちしておりません

が、今分かる範囲でお答えしたいと思います。 

  現年課税分の法人のところですが、１件５万円

という未済額がございますが、これは既に解消し

ております。あと、個人町民税、固定資産税等も

毎年少しずつですが、まだ５年度に入って数か月

ですが、少しずつ収納している状況でございま

す。詳しい資料のほうは、後でお知らせしたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  町税の収入につきましては、非常に貴重な財源

でございますので、しかも監査委員からもその評

価をいただいているところでございますので、そ

ういったようなことも加味しながら、ひとつ収入

未済額の解消に努めていただきたいなという願

いを持っての質疑でございますので、よろしくお

願いいたしたいなと、このように思っておりま

す。 

  次に、やはり同じく 42 ページの収入未済額の

部分でございますが、児童福祉負担金１件２万

7,840 円ありますよということでございまして、

これについても毎回毎回質疑をさせていただい

ておるものでございますが、児童福祉負担金、昭

和 62年分でございますので、今から 36年前の未

済額というふうなことで、相当年数がたっており

ます。たしか保育料の未収金だったような感じが

しておりますが、ただこの児童福祉負担金の未就

学ですが、令和３年にはたしか６万 4,000円ほど

じゃなかったかなと。４年度の決算見て２万

7,000 円ですから、納入があったのかなというふ

うなことも何回も質問しておりますので、大体記

憶に残っておりますが、残り２万 7,840円あるよ

うでございますが、そういったような経緯でこの

ような 36 年前の未済額について徴収可能なのか

どうか、その見通しについてお伺いをいたしたい

と思います。 
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輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  こども教育課長。 

 

こども教育課長（ 石角則行君 ） 

  ただいまご質問いただきました保育料の件に

ついてお答えいたします。委員おっしゃるとお

り、昨年度もこの部分につきましては納付をいた

だいております。今年度につきまして、２万 7,840

円ということで、改めて滞納者と担当者と担当課

長である私が面会をいたしまして、今年度の分納

計画をしっかりと立てていただきました。その結

果、４月から現在までで毎月、金額はちょっと申

し上げられませんが、分納をきちんと完納してご

ざいます。この分でいきますと、予定どおり 12月

の完納ということで、毎月決められた額をしっか

りと納めていただくということで、今年度にはこ

の保育料は完納する見込みということで計画を

立てて、納付の部分について実行していただいて

いる状況でございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  実態も分かりました。多分この件については、

35年前から収入未済額が計上になって、継続した

ものじゃないかなと思っておりますが、担当課の

教育委員会のほうで今お話ありましたとおり、11

月頃の解消になるということで、非常に心強い限

りでございまして、これまでの 35 年間にわたる

未済額の解消、そしてまた全額未済額がなくなる

というふうな見通しが立っているようでござい

ますので、全額解消になることを望んでおります

ので、頑張っていただきたいなと、このように思

っているところでございます。 

  それから、もう一つお伺いをさせていただきた

いと思いますが、44ページの不納欠損調書が出さ

れております。町民税、固定資産税、これもいろ

いろ理由があっての 70件、200万を超える不納欠

損調書が出されております。それぞれの理由があ

るかと思っておりますが、この中での不納欠損に

至った主な理由等についてお知らせをいただき

たいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 坂待典子君 ） 

  ただいまの質問にお答えしたいと思います。不

納欠損に至った過程ということですが、不納欠損

の事由のところに地方税法第 15 条の７のうちの

真ん中の第５項のところがございますけれども、

こちらのほうは執行停止の状況に加えて、徴収金

を徴収できなかったことが明らかであるときと

いう事由になります。それで、外国人の方で海外

に急に帰国された方、または法人が解散されて徴

収できなかった、または生活保護等で納付資力が
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ない方などが該当になっております。 

  また、事由のほうの地方税法第 18条第１項、こ

ちらの消滅時効のほうでございますが、こちらは

死亡者課税によるもの、または相続人不存在等、

あと存命していても納付資力がなかったり生活

保護であったり、所在不明となった方々が対象と

なっております。ご理解いただきたいと存じま

す。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  不納欠損につきましては、私はこれがいけない

というふうな理由じゃなくて、理由がそれなりの

法律に基づいた理由等があったというような部

分については不納欠損すべきだという観点から、

この中身をお伺いいたしましたので、不納欠損に

至る経緯等十分慎重に調査しながら、こういった

ような処理はすべきだというふうな、むしろ理由

に至った時点で不納欠損等にすべきだというふ

うなことでございますので、ご理解いただきたい

なと思っておりますので、適切な不納欠損のやり

方で処理をしていただきたいということでの質

疑でございますので、ご理解をいただければよろ

しいかなというふうに思っております。不納欠損

については分かりました。ありがとうございま

す。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  ほかに。辰柳委員。 

 

辰柳敬一委員 

  主要施策の 67 ページ、各分団の団員数の状況

であります。ほとんどが 56％あるいは 80％、定足

数に達していないという状況であります。そこ

で、町長の施政方針の中で、人口規模に応じたコ

ンパクトなまちづくり、各種団体組織の再編に向

けた協議の推進にも取り組んでまいりますとい

うことでありますが、私は消防団員もやりまし

た。江刈分を見ましても、当時の腕用時代から分

署もなくて、腕用でやった時代からの分団そのま

まであります。でありまして、現在非常に、岩手

町見ても、岩泉町さん見ても、何部何分団、例え

ばおらほであれば畑から１部、11、12、13という

ような再編をしておるわけであります。あとは、

恐らく自治会なんかも非常に人口が減って、高齢

化が進んで、もう役をやれる人が非常になくなっ

ております。そういったことから、所信表明の中

で町長から、各種団体の見直しを検討するという

ことであります。特にもこの消防団なんかは、今

は分署もきちっと設置され、そういった状況にも

あるわけでありますので、これは当然いろいろ検

討すべきだなというふうに思いますので、町長の

所信表明の中にもありますので、その辺の考え方

について町長から、もしよければお話をいただき

たいと。 
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輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  町長。 

 

町長（ 鈴木重男君 ） 

  今の辰柳委員の質問でございますが、消防団の

再編というような内容でのご質問であったとい

うふうに思います。町には各種団体組織、町が支

援する組織も含めてでありますが、多くの組織、

団体があるものであります。そういう中で、消防

団に限って見ますと、それぞれの地域の次代を担

う、そして地域づくりの大きな役割をいろんな分

野で果たしている、そういう若くて最も力のある

集団であるというふうに思っておるものであり

ます。火災等有事の際の消防団ということだけで

はなくて、地域づくり、それがイコールまちづく

りに対しても大きな役割を果たしている消防団、

そういう人材の集団でありますので、これにつき

ましては、地域力が後退することにないような、

劣ることのないような、そしてまたそれぞれの地

域において意欲を欠くことのないような、そうい

う対応を今後慎重に進めてまいらなければなら

ないというふうにも思っておるものであります。 

  一方、町の負担経費等もあるものでもあります

ので、こういった費用等も照らし合わせながら、

地域力が落ちないように、そして団員としての士

気、意欲が低下することのないように、総合的に

いろんな角度から検討しながら慎重に進めて参

りたいと、そのように思いますので、ご理解を賜

りたいと存じます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  辰柳委員。 

 

辰柳敬一委員 

  ただいまは、前向きな答弁をいただきました。

消防団についてはいわゆる腕用、手で人間が引い

て隣あるいは隣の部落まで走っていって消火を

した時代のままの分団であります。今はもう全て

が車両でありますし、全町どこで火災が発生して

もできるような状況でありますので、その辺はぜ

ひとも検討を要する事項だなと思っています。 

  先ほど町長からお話がありましたように、現在

では雨の災害であるとか、全てにおいて消防にさ

え電話をすれば、おばあさんであれ、おじいさん

であれ、安心していろんな仕事をしてもらえると

いうことで、町内では本当に消防にさえお願いを

すればという状況であります。一つもう時代が変

わっているし、あとは分署も設置された、あるい

は車社会になったというようなこともございま

すが、ぜひともいろんな団体の検討をひとつお願

いしたいというふうに思います。 

  終わります。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  ほかに。 

（ 「なし」の声あり ） 

  ないようですので、これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、
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採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから、認定第３号を採決します。この採決

は起立によって行います。認定第３号、令和４年

度葛巻町一般会計歳入歳出決算の認定について

は、原案のとおり認定することに賛成の方は起立

願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、認定第３号、令和

４年度葛巻町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いては、原案のとおり認定することに決定しまし

た。 

  次に、日程第４、認定第４号、令和４年度葛巻

町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算

の認定についてを議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。

辰柳委員。 

 

辰柳敬一委員 

  国民健康保険でありますが、黒字決算に終わっ

たということであります。しかし、高齢化も進み、

大変予断を許さない状況であるというふうに思

っております。そこで、現状をどのように見てお

られるのか、そして近いうちに国保税の増税等が

ないのか、その辺のことについてお伺いをいたし

ます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 坂待典子君 ） 

  ただいまの質問にお答えしたいと思います。国

保会計の現状でございますけれども、委員おっし

ゃるとおり高齢化、あと保険税のほうの税収のほ

うが少なくなっているという現状もございまし

て、今は黒字でございますけれども、財政調整基

金のほうから繰入れをしないと財政調整がうま

くできないような状況になっております。そのた

め、一般会計からこれまで繰り入れていた繰入金

も赤字対策ということで、法定外の繰入れという

ことで、そちらも減らしてきておりますので、大

変厳しい状況になっております。 

  今は財政調整基金のほうでやりくりしており

ますけども、今年度も 2,200万の繰入れをしてお

ります。そうすると、５年度末には 3,400万の基

金残高となっておりまして、何とか今年、来年等

はうまく予算編成等できるかなと思いますけれ

ども、それ以降はちょっと難しくなってきており

ますので、今課内では税制改正に向けていろんな

税率のシミュレーション等をして検討している

ところです。 

  また、県のほうでも今年第３期の国保の運営方

針のほうを策定しておりまして、その中で保険税

の統一というものを打ち出しておりまして、その

動向も見ながら検討している状況でございます。

今後いろいろ資料等示しながら検討していただ
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く場面が出てくると思いますので、ご理解賜りた

いと存じます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  辰柳委員。 

 

辰柳敬一委員 

  ありがとうございます。私も後期高齢者、約 80

になるわけでありますが、３割負担であります。

でありますから、やはり農業であれ何であれ、あ

る程度効率よくやることによって、そういった高

齢者でも３割負担、また国でも負担率を上げるよ

うな話であります。今のお話でも、将来的には増

税をせざるを得ないというようなお話でありま

したが、近々そういうふうになるのか、その辺の

見通しはどんなふうに考えておられるのか、お伺

いしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

  お答えいたします。国保税の引上げの見通しと

いうことでありますが、先ほど課長のほうから現

段階での国保会計の現状のお話を申し上げたわ

けでありますが、大変厳しい状況にあるというこ

とと、それから今県の広域化が一層進めていかな

ければならないという中でありますが、それぞれ

の会計に対して一般会計からの繰入れはしない

で、国保会計内での運営をしっかりできるような

再建計画といいますか、それを立てながら、今５

年間の計画を立てながら進めておりまして、一般

会計からの繰入れはこれからできないような状

況になっているものでありますので、先ほど申し

上げましたように、今不足している部分というの

が、国保会計の財政調整基金 5,000万ほどあるわ

けでありますが、それを充当しながら予算を編成

していくというものでありまして、そうしますと

現段階の繰越しあるいは今年度の状況等を見た

場合に、来年度までの予算の編成については、現

状からしますと可能であろうと思っております

ので、令和７年度に向けたいろいろなシミュレー

ションを今しているという話も申し上げたわけ

でありますが、そういったふうな状況をしっかり

と精査しながら、議会あるいは国保運営協議会

等々にそういう資料等も示しながら、これから協

議しながら進めてまいりたいと、これは今年度、

あるいは来年度にわたってのそういう状況を今

後しっかりと進めていかなければならないと、こ

のように思っているところであります。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  ほかに。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 
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（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから認定第４号を採決します。この採決は

起立によって行います。認定第４号、令和４年度

葛巻町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出

決算の認定については、原案のとおり認定するこ

とに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、認定第４号、令和

４年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会計歳

入歳出決算の認定については、原案のとおり認定

することに決定しました。 

  次に、日程第５、認定第５号、令和４年度葛巻

町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定についてを議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから認定第５号を採決します。この採決は

起立によって行います。認定第５号、令和４年度

葛巻町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定については、原案のとおり認定することに

賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、認定第５号、令和

４年度葛巻町農業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定については、原案のとおり認定する

ことに決定しました。 

  次に、日程第６、認定第６号、令和４年度葛巻

町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから認定第６号を採決します。この採決は

起立によって行います。認定第６号、令和４年度

葛巻町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決

算の認定については、原案のとおり認定すること

に賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、認定第６号、令和

４年度葛巻町後期高齢者医療事業特別会計歳入

歳出決算の認定については、原案のとおり認定す

ることに決定しました。 

  次に、日程第７、同意第１号、教育委員会の委

員の任命に関し同意を求めることについてを議

題とします。 

  これから質疑に入ります。なお、本案は人事案
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件でありますので、質疑は私生活にわたらないよ

うご注意願います。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論を省略して、採決に入りた

いと思います。これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから同意第１号を採決します。この採決は

起立によって行います。同意第１号、教育委員会

の委員の任命に関し同意を求めることについて

は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立

願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、同意第１号、教育

委員会の委員の任命に関し同意を求めることに

ついては、原案のとおり同意されました。 

  次に、日程第８、同意第２号、固定資産評価審

査委員会の委員の選任に関し同意を求めること

についてを議題とします。 

  これから質疑に入ります。なお、本案は人事案

件でありますので、質疑は私生活にわたらないよ

うご注意願います。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論を省略して、採決に入りた

いと思います。これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから同意第２号を採決します。この採決は

起立によって行います。同意第２号、固定資産評

価審査委員会の委員の選任に関し同意を求める

ことについては、原案のとおり同意することに賛

成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、同意第２号、固定

資産評価審査委員会の委員の選任に関し同意を

求めることについては、原案のとおり同意されま

した。 

  以上で本日の審査日程は全て終了し、本委員会

に付託された事件は全部終了しました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  輝くふるさと常任委員会を閉会します。ご苦労

さまでした。 

 

（ 閉会時刻 １１時５１分 ） 

 


